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文書質問書 

 

 根室市議会基本条例第 11 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり質問いたします。 

 

 

質問者氏名 創新 本田俊治 

所管部局 市立根室病院 

 

【件名及び質問の趣旨】 

 

件名：市立根室病院事業会計医療情報システムのセキュリティ対策と個人情報の取り

扱いについて  

 

質問の趣旨 

 

平成 27 年 9 月定例月議会病院事業会計補正予算（第 1 号）の審査において、この度、

導入された医療情報システムについては、外部とは完全に遮断されたシステムであり、

インターネットへの接続などは一切ないとご答弁いただいておりましたが、9 月定例

月議会終了後の病院事務局とのやりとの中で、システム導入業者によるシステム保守

用のリモート回線接続及び医師の訪問診療用のリモート回線接続が行われているとい

う事実を確認いたしました。 

 

リモート接続のできる状況が外部とは完全に遮断されたシステムと言い切れるのか、

また、リモート回線接続そのものの安全性や委託業者が病院外部からシステムの保守

等を行う際のカルテ情報等個人情報の閲覧等に対する運用上のルールはどの様になっ

ているのか、更には、訪問診療のためにコンピュータを外部に持ち出す際のセキュリ

ティ対策、個人情報の安全確保のためのルール等々、その運用にあたっての決定事項

があるものと考えます。 

 

マイナンバー制度の運用開始に伴う個人識別番号の管理等で指摘されるように、個

人情報の扱いに関する住民の不安が広がる状況下、個人情報の取り扱いについては、

システムセキュリティ対策を含め、従来に増し厳格でなければならないものと考えま

す。 

 

そこで、リモート回線接続に伴うシステム保守及び訪問診療のためのコンピュータ

の外部持ち出し並びにリモート接続によるシステム運用について、次の点について見

解を伺います。 



 

質問事項 

 

１． 今般のシステム導入に際し、リモート回線接続によるシステム導入業者の保守

及び医師が端末装置を外部へ持ち出しリモート接続を行うシステム運用につい

てどの様な判断のもと導入に至ったのか伺います。 

 

２． これらのリモート接続に対するセキュリティ対策は、どの様に行なわれるのか

伺います。（外部とは完全に遮断されたシステムであるという理由） 

 

３． 外部からのシステムへの接続操作及び外部への端末装置を持ち出すこと等、今

回のシステム運用に関して、プライバシー保護の観点から根室市個人情報保護

条例に基づく諸手続きはどの様に行われているのか、また、公的機関として病

院内における管理基準はどの様に定めるべきか、基準の有無を含め、考え方を

伺います。 

 


